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ジュニアリーダースクールが開催されました

参加者の感想
　今回のジュニアリーダースクールのように、自分たち
で計画を立てたり、皆を引っ張ったりするのは大変だけ
ど、出来たときにすごく楽しくなることが分かりました。
この三日間、学校では知ることのできないコミュニケー
ションの大切さ、堂々としている人のカッコよさを知れ
たので、私もこれから積極的に行動していこうと思います。
次年度の開催について
　次年度のジュニアリーダースクールは、平成30年８月
16日（木）～ 19日（日）を予定しています。市町村本部を通
じて５月の末頃に参加者の募集がされますので、指導者
の皆様には、リーダー育成の第一歩として、また子ども
達の成長の場として中学生団員の参加についてご配意く
ださるようよろしくお願いいたします。

　平成29年度ジュニアリーダースクールが８月17日（木）
から20日（日）までの４日間にわたり、スポーツ総合セン
ターで開催されました。このスクールは、従来夏休み（前
期）と冬休み（後期）の２回に分けて行われていたものを、
昨年度から夏休みに集中的に設定したものです。
　対象は中学生で、10市町村から50人の参加がありまし
た。参加者はリーダーに必要な知識や意識を会得するた
め、埼玉県リーダー会に所属する先輩リーダー（６人）の
指導・助言・アドバイスを受けながら各種講義や、運動
適性テスト、スポーツ活動、交流交歓会、ディスカッショ
ン、野外活動（オリエンテーリング）などのプログラムに
熱心に取り組んでいました。

班付きリーダーの感想
　子どもたちから教わること、気づかされること、私自
身も勉強になることが多くさらなるスキルアップに繋が
る良い機会になりました。（町田愛／ 19歳）

本紙はスポーツ振興くじ助成金を受けて作成しています。
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スポーツ少年団登録者処分基準の運用開始へ

　埼玉県スポーツ少年団が昨年度からプロジェクト並び
に本部員会で検討を進めてきたスポーツ少年団登録者処
分基準の運用については、９月４日に開催された公益財
団法人埼玉県体育協会理事会において県スポーツ少年団
規程改定（諮問委員会＜倫理委員会＞を設置することに
ついて）の承認を得ました。
　これを受けて、10月の本部員会で今後の運用開始に向
けた手順等を確認しました。そして、11月に各地区で開
かれたブロック本部長会議で処分基準の内容や手続きな
どの説明をし、市町村本部に同基準に基づく倫理委員会
等の設置の依頼とともに県本部との連絡調整のほか、予
想される様々なケースへの対応についての協力を要請し
ました。
　こうしたことから、県本部としてはスポーツ少年団登

録者による暴力行為などが発生した場合、処分基準に
沿って運用を開始していくことになりました。また今後
は、市町村本部での倫理委員会の設置状況を把握し、連
携を図りながら対応していくことになります。
　なお、このような制度を設置した背景には、スポーツ
をとおして青少年を健全に育成するという本旨を忘れた
指導者の暴力行為が近年多発し、それによって本来楽し
いスポーツ活動の場を子どもたち（団員）から奪うよう
な事態が生じているため、やむを得ずその対応策として
制度の導入に至ったということがあります。
　子どもたちの将来を見据えて日々現場で指導されてい
る指導者の方々には全く必要のない制度でありますが、
趣旨をご理解の上、今後この基準を運用しなくても済む
ような環境づくりにご協力をお願いします。

スポーツ少年団登録者処分基準別表　一覧
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暴力・体罰 　少年団登録者、関係者等に対する身体への不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及
ぼす行為（暴力・体罰） ○ ○ ○

暴言等 　少年団登録者、関係者等に対する人格を否定するような発言・侮辱等（以下「暴言等」と
いう。）心身に有害な影響を及ぼす言動 ○ ○ ○

セクハラ１
（身体的接触を含む）

　少年団登録者、関係者等に対する身体的接触を含むわいせつ行為等心身に有害な影響を
及ぼす言動 ○ ○ ○

セクハラ２
（性的言動）

　少年団登録者、関係者等の意に反して行った、わいせつな言辞、性的な内容の電話・手
紙・電子メールの送付、つきまとい等の性的な言動（以下「性的言動」という。） ○ ○ ○

しごき・おいこみ
　少年団登録者、関係者等に対し行った、体力や競技力の向上、健康増進等とは明らかに
無関係な、いわゆる「しごき」や「おいこみ」、罰としての特訓など不適切な指導やスポーツ
少年団活動（以下「不適切な指導や活動」という。）

○ ○ ○ ○

不正経理等 　所属団における横領、窃盗、詐取、各種補助金・助成金の不正受給、脱税等の不適切な
経理処理（以下「不適切な経理処理」という。） ○ ○ ○

処　　分 内　　容 決定機関

（１）注意 　違反行為について文書で注意し、反省文を提出させる。反省を促すとともに、再発防止を目的とする。
　主として、偶発的な違反行為に対して科す。 市町村本部

（２）厳重注意
　違反行為について文書で注意し、反省文を提出させる。反省を促すとともに再発防止を目的とするもの
であるが、処分後、同様の事案が発生した場合は一定期間スポーツ少年団活動を停止させることを通告する。
　主として、継続的あるいは悪質な違反行為に対して科す。

県本部
（３）活動停止

　文書での通知を以って、一定期間スポーツ少年団活動を停止させ、再教育プログラムを課す。活動停止
期間に幅があるため、軽微な違反行為から重い違反行為にまで適用する。継続的かつ悪質な違反行為、あ
るいは軽微とはいえない実害が生じている違反行為に科す。

（４）登録取消し 　文書での通知を以って、スポーツ少年団登録を取り消す。
　大きな被害が生じていたり、被害者がスポーツ少年団活動を中止した場合など、重大な違反行為に科す。 県体協

処分の種類・内容
【スポーツ少年団登録者処分基準（抜粋）】
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第36回関東ブロックスポーツ
少年団競技別交流大会

　第36回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会が埼
玉県で７月28日（金）から30日（日）までの３日間にわた
り開催されました。総合開会式は28日の午後２時からさい
たま市記念総合体育館で、各競技（５種目）は29日と30日
の両日、各会場で実施されました。埼玉県代表チームの主
な成績は次のとおりです。

■軟式野球：上平野球スポーツ少年団（上尾市）
 〔試合結果〕
 1回戦：埼玉県 １２－４　東京都
　全国大会代表決定戦 ：埼玉県 ２－６　茨城県

■バレーボール
　Ａ代表　上尾クラブバレーボールスポーツ少年団
　Ｂ代表　宮原ジュニアスポーツ少年団
 〔試合結果〕※①＝１日目・②＝２日目
　上尾クラブ　※２日目は３位リーグ
　①   １試合目 ０－２ 東京都 ２試合目 ２－１ 群馬県
　②   １試合目 ２－１ 山梨県 ２試合目 ２－０ 栃木県
　宮原ジュニア　※２日目は１位リーグへ
　①   １試合目 ２－１ 茨城県 ２試合目 ２－０ 栃木県
　②   １試合目 ２－０ 群馬県 ２試合目 １－２ 神奈川県
　※１勝１敗、セット率で１位リーグ１位
■バスケットボール
　男子Ａ代表　 宗岡ミニバスケットボール  

スポーツ少年団（志木市）
　男子Ｂ代表　 戸田ミニバスケットボールクラブ  

スポーツ少年団（戸田市）
　女子Ａ代表　 川口じりん女子  

スポーツ少年団（川口市）
　女子Ｂ代表　鳩ケ谷桜女子スポーツ少年団（川口市）
 〔試合結果〕※①＝１日目・②＝２日目
　宗岡　※２日目は２位リーグへ
　①   １試合目 39－35 山梨県 ２試合目 32－47 千葉県
　②   １試合目 29－37 神奈川県 ２試合目 38－28 群馬県
　戸田　※２日目は３位リーグへ
　①   １試合目 35－41 東京都 ２試合目 31―32 群馬県
　②   １試合目 31－44 茨城県 ２試合目 32－53 山梨県
　川口じりん女子　※２日目は３位リーグへ
　①   １試合目 50－34 千葉県都 ２試合目 69－27 東京都
　②   １試合目 50－46 茨城県 ２試合目 24－41 山梨県
　鳩ケ谷桜女子　※２日目は２位リーグへ
　①   １試合目 83－48 群馬県 ２試合目 27－29 山梨県
　②   １試合目 46－41 神奈川県 ２試合目 30－37 千葉県

■バドミントン：埼玉県選抜チーム
　【総合順位】男子：２位　女子：２位

■空手道：埼玉県スポーツ少年団空手道部会
　【総合順位】６位

【４年生以下男子】①青木晴弥・山本涼吾(青木ジュニア)②児
玉涼太・柳澤幸希(わかくさ)③ 熊谷彩吹・直井一史(わかく
さ) ／ 齋藤大貴・橋本知潤(杉戸・大宮)【４年生以下女子】①
森菜々花・野口花梨(小川ジュニア)② 米山柚香・谷田結依
(杉戸ジュニア)③猪野ちひろ・永田 在(秩父ジュニアS) ／平
田心美・佐藤 愛(東松山ジュニア)【５年生以上男子】①根岸
澪紋・小泉瑠唯(皆野ジュニア)②奥泉良亮・昼間悠祐(坂戸ソ
フトテニス)③ 浅見竣一郎・守屋祐貴(秩父ジュニアS) ／ 宮
崎夏維・黒澤 類(坂戸・皆野)【５年生以下女子】①野口愛梨・
立木こころ(小川ジュニア)②宮内柚実・杉本 希(杉戸ジュニ
ア)③折原真妃・福原萌生(高野ジュニア) ／加藤好海・影山
実秋(芝SCジュニア)

第38回埼玉県スポーツ少年団
ソフトテニス小学生中央大会

平成29年８月20日
くまがやスポーツ文化公園「くまがやドーム」

【中１男子】①高橋　蓮・高田淳貴(大宮ジュニア)②橋本玖潤・
樋口斗真(大宮ジュニア)③桒原充樹・永田朔之心(秩父ジュニ
ア) ／丸山貴・新藤理久(大宮ジュニア・浦和むつみ)【中１女
子】①曽我日向・秋谷陽奈(青木ジュニア)②山下璃乃・小野
澤あかり(青木ジュニア)② 山崎春奈・矢島実莉(久喜ソフト
テニス) ／　松本瑞希・内田愛唯(西上尾第二)【中２男子】①
小林達也・高根碧斗(浦和むつみ)②小倉真凛・吉田拓未(岩槻
ジュニア)③猪野秀成・宮下凌久登(秩父ジュニアS) ／鈴木太
郎・横田尚大(秩父ジュニアS)【中２女子】①古城理名・柳井
風羽(大宮ジュニア)②蟹和優菜・広池 凛(青木ジュニア)③佐
藤あいり・加藤希乃風(大宮・春日部)③早船詩織・石塚由真(浦
和むつみ)【中３男子】①岩本駿太・横田顕久(青木ジュニ)②箱
崎明大・小林且典(青木ジュニア)③下館 翼 ・目黒正明(西上
尾第二) ／西塔祐貴・篠塚 輝(熊谷フライハイト)【中３女子】
①櫻井花々・森萌々花(小川ジュニア)②柿崎向日葵・田島茉
奈(熊谷フライハイト)③小川美波・広川美翔(西上尾第二) ／
安田萌々子・丸茂詩織(西上尾第二)

第38回埼玉県スポーツ少年団
ソフトテニス中学生中央大会

平成29年８月11日（金・祝）
熊谷さくら運動公園

優　勝　上平野球（上尾市）
準優勝　戸塚ジャガーズ（川口市）
第３位　吉川ドリームス（吉川市）
第３位　八木橋ジャガーズ（春日部市）

第36回埼玉県スポーツ少年団
夏季小学生軟式野球交流大会

平成29年６月４日～６月18日
春日部大沼野球場
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公益財団法人埼玉県体育協会  キャッチフレーズ

平成29年度
日本スポーツ少年団顕彰

【指導者】
▪町田章司（浦和尾間木サッカースポーツ少年団）
▪宮嶋秀夫（秩父西ジュニアフットボールクラブ）
▪小俣和範（総合型地域スポーツクラブＢＡＧＵＳ）
▪伊藤恒夫（八北バスケットボールスポーツ少年団）
▪北村寛子（久喜ウエストバドミントンスポーツ少年団）
▪山田政美（草加オレンジメイツスポーツ少年団）
▪皆川敏男（川口ラグビースクールスポーツ少年団）
▪飯島美智子（埼玉県スポーツ少年団）

【市町村本部】
▪杉戸町スポーツ少年団
▪深谷市スポーツ少年団
▪東秩父村スポーツ少年団
▪朝霞市スポーツ少年団
▪桶川市スポーツ少年団
▪坂戸市スポーツ少年団

　平成29年度日本スポーツ少年団顕彰を受賞した本部と
指導者は次のとおりです。なお、伝達式は12月10日（日）
に開催された埼玉県スポーツ少年団指導者表彰式の席上
で行われました。

平成29年度
埼玉県スポーツ少年団指導者表彰

さいたま市：☆小野茂紀☆大島邦晴☆田代則之☆大森友
太☆指宿正信☆指宿真弓☆小林弘政☆山中　庸☆江森孝
男☆村田秀雄☆米林　努☆林國晴☆中村彦次郎☆吉田眞
治　川口市：☆大澤正則☆平田　繁☆山口茂男☆大槻好
成☆樽井和宏☆小俣良一　草加市：☆足立博行☆竹田真

　平成29年度埼玉県スポーツ少年団指導者表彰式は、12
月10日（日）、東武バンケットホール上尾で開催されまし
た。受賞された方々は次のとおりです。

ブロック本部長会議を
各地で開催

■開催日及び会場地スポーツ少年団
　東部ブロック：11月25日（土）／宮代町スポーツ少年団
　西部ブロック：11月19日（日）／飯能市スポーツ少年団
　南部ブロック：11月26日（日）／蕨市スポーツ少年団
　北部ブロック：11月18日（土）／本庄市スポーツ少年団
■会議内容
　① スポーツ少年団登録者処分基準の運用について
　② 平成29年度埼玉県スポーツ少年団の登録状況について
　③ スポーツ少年団の未来へ向けて
　　 「育てよう！スポーツで　子どもの心と体」
　　 （パワーポイント視聴）

　県ブロック本部長会議は県内４ブロック（東・西・南・
北）の本部長が各ブロックで一堂に会し、情報交換や交流
をとおして県及び市町村スポーツ少年団の組織拡充と団
員増加などを図ることを目的に開催されています。
　今年度実施された内容は下記のとおりです。

太郎☆鈴木晃次　新座市：☆長谷川　潤　上尾市：☆石
倉紀子☆都野健司☆朝倉雄一☆小井戸健二☆松浦光一　
桶川市：☆小山啓介　北本市：☆片野　豊　飯能市：☆
井上　隆　坂戸市：☆栗嶋豊美　日高市：☆平沼良政　
毛呂山町：☆安保靖彦　越生町：☆田島治夫　東松山市：
☆竹岡隆一　小川町：☆小林佳代　嵐山町：☆片桐　勇
川島町：☆北原章男　ときがわ町：☆佐々木正江　秩父市：
☆吉田孝一郎　小鹿野町：☆内藤克一　長瀞町：☆大野
智弘　皆野町：☆小河正人　本庄市：☆北野貞次☆渡辺
富美子　上里町：☆韮塚雅司　神川町：☆長谷川　隆　
熊谷市：☆谷津理恵子☆岩瀬　譲　深谷市：☆清水栄寿
☆髙本和雄　寄居町：☆小久保秀隆　行田市：☆小池博
士　加須市：☆桑野秀之☆福島良明☆若林宏明　羽生市：
☆宇野木雅夫☆澤田雄一　越谷市：☆花田知之☆高橋義
孝　久喜市：☆和賀　平☆野口藤男☆鈴木一弘　八潮市：
☆桜井裕二　蓮田市：☆青木哲夫　吉川市：☆八島文徳
白岡市：☆中村義博☆岡安達也　宮代町：☆加藤繁彦　
杉戸町：☆倉持　洋
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育成母集団活動を楽しもう！
　育成母集団はスポーツ少年団活動を行ううえで、とて
も重要であり、なくてはならない存在です。そして育成
母集団活動としていくつかの役割が求められています。
ひとつはスポーツ少年団に対する支援・協力として、団
の子どもたちを財政面・労力面・精神面などでサポート
をする役割。スポーツ少年団への理解を広め、加入促進
を図るため団のホームページをつくったり、団員募集の

チラシやポスターをつくったり、クチコミで指導者や団
員を増やすという役割。その他、地域とのパイプ役とし
て自治会やPTAとの連携などを担う役割と、多岐にわたっ
ています。もちろん、必ずやらなければならないという
ことはありませんが、子どもたちが地域の中で、伸び伸
びとスポーツ少年団活動を行うための頼もしいサポー
ターとしての活躍が望まれています。

育成母集団のための、育成母集団による、自主的な活動を！

　今回ご紹介する育成母集団の活動は、子どもたちのため
の直接的な活動ではありません。育成母集団自身が、自分
たちのために“学び”“楽しむ”ことを目的とした活動です。

《ビーチバレーのチーム結成》
　子どもたちの練習を見ている時間に、運動不足の話
から、たまたま育成母集団のメンバーにバレーボール
経験者が何人かいたので、ビーチバレーでもやろうと
いうことになり週１で練習をするようになりました。
そのうち、大会にも出ようということになり、少年団
のチーム名で連盟にも登録し、今ではＡ・Ｂチームの
２チームに分かれ活動しています。

《レシピの交換》
　お母さん方の頭をいつも悩ますのは「今晩のおかず」
です。団活動の合間に、家で作ったおかずを写真にとっ
てきて見せ合う、情報交換が始まりました。そのうち、
パソコンに詳しい人が、写真と材料、作り方を載せた
ガイドを作り、たくさんのレシピができています。

　埼玉県スポーツ少年団は平成27年８月、本部員だけで
なく外部の教育関係者にも加わっていただき「子どもとス
ポーツの未来を考えるプロジェクト」を設置し、スポーツ
少年団活動のみならず、子どもたちを取り巻くスポーツ環
境や社会環境の現状に鑑み、10年後、20年後を展望して教
育的な広い見地からスポーツ少年団の発展と活動の更なる
充実を図るため、２年間に及ぶ協議検討を重ねてきました。
　そこでまとめられた「育てよう！　スポーツで子どもの
心と体」の中でも育成母集団についての問題点や活動事例
が紹介されています。
【望ましいスポーツ少年団活動（様々な事例からのヒント）】
＜６年間の母集団活動＞
　自分の子どもが１年生のとき入団させるかどうか迷った
お母さんがいます。役割が大変で自分の時間が持てなくな
るのではと心配したそうです。それでも入団させ、６年生

で卒業するときは「入団させて良かった」と思いました。そ
の理由は、子どもも自分も集団の中で人と人の良いつなが
りを持つことができ、子どもは中学生になって役立ち、親
としては地域のコミュニケーションが深まりました。また、
お母さんは６年間かかわったことに達成感を持てたそうです。
＜小学生時期は親子共通の貴重な時間＞
　団運営を手伝ったり、子どもと一緒にスポーツしたり、
母集団活動は小学生時期の貴重な親子の時間です。中学
生になると子どもが自立し、一緒の時間を持つことが少
なくなります。母集団活動を通して親子の楽しい時間を
過ごしてほしいです。

　上記で紹介した活動のほか、子どもたちと一緒に活動
できるもの、文化的な活動、イベントの企画など、育成
母集団自体が楽しみ、充実した活動を行うことで、子ど
もたちにとっても良い環境が整うことにつながります。
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　平成29年７月24日から７月31日までの８日間にわたる
ドイツとの交流については、自分の子供をスポーツ少年
団に加入させた当初からそのような交流事業があること
は聞いていました。いつか機会があれば、うちの子もそ
の事業に関わり、色々な人達との出会いが広がると良い
なあ…と思っていました。
　そんな中、宮代町がドイツ団を受け入れる話を聞いた
時、中学２年生の娘にも触れ合う機会ができるのではな
いかととても楽しみに感じていました。
　海外の方を受け入れすることは初めてだったので、段
取りの想像がつかず最初から不安でいっぱいでした。そ
んな中、受け入れしていただくホストファミリーの方に
お会いし、とても頼もしく感じ安心した記憶が残ってい
ます。受け入れ経験のあるご家庭もあれば、受け入れ経
験のないご家庭の方でもとても積極的で大変驚きました。
一番驚いたことは、私よりもひと回りもふた回りも年配
の方々が外国の文化に積極的に触れようとしている前向
きな姿勢です。事前打ち合わせの段階から色々な質問が
あり、それこそが、日本のおもてなしの心だなあ…と感
じさせられました。
　マーク団長を始め、ドイツ団の方と初めてバスの中に

第４４回日独スポーツ少年団同時交流事業
〜宮代町で２回目の受け入れ〜

座り、皆さんと顔を合わせた時、皆が私の話を理解しよ
うとしてくれたことは、英語が苦手な私には大変助かり、
これまたとても安心できました。
　ホストファミリーに引き渡してからは、心配は全くな
く、弓道、剣道体験、バス旅行、討論会など様々な交流
を経て、言葉は解らなくても、コミュニケーションが図
れるようになっておりこの交流の素晴らしい所だと感じ
ました。特に宮代町スポーツ少年団主催で毎年恒例のス
ポーツフェスティバルでは、子ども達がドイツ団員との
交流をとても喜んでおり、ドイツ団員の周りには子供達
の純粋な笑顔がたくさん集まっていました。
　また、綱取りの場面では、皆、むきになってしまい泣
いたり笑ったりと色々な感情が表に現れて良い経験に
なったと思います。
　団長団の方々との交流もあり、特に副団長が若い女性
であることにも驚かされましたが、レーサーであること
にはもっと驚きました。日本ではスポーツ人口の少ない
競技でも、ドイツでは積極的に行われており、国の違い
を実感しました。
　サヨナラパーティーの頃になると、皆、別れるのが寂
しくなってしまい、もっと交流をしていたいと言うホス
トファミリーの方の気持ちがとても伝わってきました。
　最後に、この交流を通じ、もっとも感じた事は、受け
入れ事業の準備でとても不安だったのに、ホストファミ
リーの方や、実行委員の皆様にとても支えられることで、
改めて日本人の良さ、スポーツ少年団の良さを実感する
ことができました。
　そしてドイツという国を少し感じることが出き、国際
交流事業の素晴らしさを子供たちも感じたと思います。
このような事業がもっと普及すると子供たちの目線が広
くなり、これから将来を担う子供達が、より良い社会を
形成するきっかけになっていくと思います。〈三浦玲子〉
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市 区 町 村 団数 指導者数 団員数
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1 さいたま市 249 2,838 8,652 65 56 65 9 9 17 1 6 4 5 1 3 5 5 4 3 2 ①
2 川 口 市 114 1,420 3,214 23 32 31 5 9 3 7 2 1 1 1 ②
3 草 加 市 36 586 1,027 3 14 10 4 1 1 2 1
4 蕨 市 10 183 326 5 4 1
5 戸 田 市 35 426 1,271 12 10 2 2 3 1 2 1 1 1 ③
6 朝 霞 市 13 148 773 7 4 1 1
7 志 木 市 16 112 391 4 5 5 2
8 新 座 市 19 159 743 8 1 7 1 2
9 和 光 市 20 291 617 6 7 6 1
10 鴻 巣 市 49 475 1,038 8 19 8 6 1 1 2 1 2 1
11 上 尾 市 43 850 1,497 12 15 7 1 3 1 3 1 3 2 ④
12 桶 川 市 17 192 411 2 5 4 4 1 1
13 北 本 市 23 282 467 4 7 3 5 3 1
14 伊 奈 町 8 151 233 2 3 2 ⑤
15 川 越 市 53 531 1,967 21 9 9 7 1 1 1 1 1 ⑥
16 所 沢 市 70 616 2,074 22 14 16 5 6 3 1 ⑦
17 飯 能 市 24 378 913 6 5 5 2 1 4 3 3 3 1 ⑧
18 狭 山 市 33 444 777 10 10 8 1 1 3 3 3
19 入 間 市 20 141 515 11 6 1 1 ⑨
20 富 士 見 市 14 64 347 9 1 3 1
21 ふじみ野市 10 96 482 7 2 1
22 坂 戸 市 23 167 677 10 2 3 3 3 2
23 鶴 ヶ 島 市 22 211 578 7 6 3 1 3 1 1
24 日 高 市 6 162 339 6 6 6 6
25 毛 呂 山 町 12 54 304 2 4 1 1 1 1 1 1
26 越 生 町 8 69 181 2 2 1 1 1 1
27 三 芳 町 4 20 92 2 1 ⑩
28 東 松 山 市 26 335 1,046 7 5 4 2 1 1 2 1 1 1 ⑪
29 小 川 町 12 116 338 2 2 1 2 1 1 1 1 1
30 嵐 山 町 5 52 153 1 2 1 1
31 川 島 町 9 105 217 2 1 2 1 1 2 2 2
32 吉 見 町 13 104 255 4 1 3 3 1 1
33 鳩 山 町 5 47 124 1 1 1 1 1
34 滑 川 町 5 56 195 1 1 1 1 1
35 ときがわ町 7 68 131 1 2 1 1 1 1
36 東 秩 父 村 3 16 53 2 1
37 秩 父 市 43 309 1,205 12 2 6 5 3 3 5 1 1 1 ⑫
38 小 鹿 野 町 7 107 212 1 1 2 1 1 1
39 長 瀞 町 6 71 168 1 1 1 1 1 1
40 皆 野 町 7 65 409 1 1 1 1 1 1 ⑬
41 横 瀬 町 6 77 187 1 1 1 1 1 1
42 本 庄 市 34 325 823 9 5 6 2 1 3 3 1 1 2 ⑭
43 上 里 町 16 159 427 2 3 2 4 1 1 1 1 ⑮
44 美 里 町 7 57 104 1 1 1 1 1 1 ⑯
45 神 川 町 9 49 163 1 1 1 1 2 1 1 1
46 熊 谷 市 39 312 1,140 11 4 6 10 2 3 2 ⑰
47 深 谷 市 43 327 1,108 13 6 9 8 1 1 2 1 1 ⑱
48 寄 居 町 18 111 350 3 5 2 2 1 2 2 1
49 行 田 市 20 140 486 5 1 8 1 1 3 1
50 加 須 市 33 377 702 7 10 4 5 4 1 1 1
51 羽 生 市 28 289 566 5 14 7 1 1
52 春 日 部 市 53 648 1,498 17 15 5 2 2 3 5 1 1 2 1 2 1
53 越 谷 市 36 395 1,340 13 18 1 2 1 1
54 久 喜 市 49 504 1,233 11 15 7 6 1 4 3 ⑲
55 八 潮 市 29 310 736 4 12 8 1 2 2
56 三 郷 市 14 248 611 6 3 1 1 1 1 ⑳
57 蓮 田 市 19 189 440 1 5 1 4 3 1 1 2 1
58 幸 手 市 17 183 289 2 9 3 1 1 �
59 吉 川 市 10 131 428 5 2 2 1
60 白 岡 市 13 276 443 5 1 2 3 2 2 1 1 1 1
61 宮 代 町 11 134 271 2 4 1 1 2 1
62 杉 戸 町 17 190 332 5 5 1 2 1 2 1
63 松 伏 町 10 67 193 2 2 4 2

合計 1,630 18,015 48,282 428 378 328 137 55 40 69 37 29 33 7 5 9 13 31 20 9 14 20 7 1 1
H28年度 1,665 18,363 49,185 436 390 329 144 58 43 71 38 30 32 6 5 8 13 30 21 7 14 21 9 1 1

増減 －35 －348 －903 －8 －12 －1 －7 －3 －3 －2 －1 －1 1 1 1 1 －1 2 －1 －2

平成 29年度　埼玉県スポーツ少年団登録一覧表

その他の種目 :①ラグビー1・水球1・スポーツチャンバラ1②スキー1・ラグビー1③カヌー1④ドッジボール1⑤バトントワラー1⑥なぎなた1・

合気道 1⑦合気道 1・弓道 1・ラグビー1⑧ホッケー1⑨なぎなた1⑩弓道 1⑪テニス 1⑫乗馬 1・水泳 1・弓道 1・なぎなた1⑬水泳 1⑭ドッジボー

ル 1⑮テニス 1⑯和太鼓 1⑰水泳 1⑱テニス 1⑲水泳 1・ラグビー 1⑳エアロビック 1㉑リーダー会 1
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編 集 後 記

　秋の天候不順（特に10月後半の週末の雨）により、野球・
サッカーなどの種目の大会運営に支障が出ています。学
校行事とも重なり大会運営者・参加チームの指導者のご
苦労があったことと思います。

埼玉県スポーツ少年団　企画広報委員会
TEL：048-779-5895  FAX：048-774-5550
E-mail：saitamaken@japan-sports.or.jp

CF0000＃000000

　今年で６回目を迎えた東日本大震災復興祈念スポーツ
交流事業が、８月５日（土）から７日（月）までの二泊三日、
スポーツ総合センターを主な会場として開催されました。
参加者は福島県から指導者７人、団員53人、埼玉県から
は指導者５人、団員75人の計140人。また、運営スタッフ（指
導者５人、リーダー 11人、看護師１人、事務局４人）は21
人で、プログラムに沿って運営にあたりました。

　１日目は、開会式の後、レクリエーション（班分け）、
最終日の運動会の種目に関連した各種スポーツの体験を
とおして交流を図りました。２日目は、１日目と同じス
ポーツ交流と遊び、プール（さいたま水上公園）、花火（1,000
本／当事業で行われる花火は、毎年さいたま市のオリエ
ンタル火工（株）様から無償提供されています）。３日目は、
運動会（班対抗）、交流交換会の後、閉会式が行われました。
そして、双方の団員たちは相互に新たな友との友情が確
実に育まれたものと見受けられました。

東日本大震災復興祈念スポーツ交流事業


